
若年性認知症
支援のポイント
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若年性認知症の人を支える主な制度
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残念ながら(今)根治療法はない
進行する病気である

ソフトランディングの視点
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認知症の経過期間全体
約15～20年

ＭＣＩ
（軽度認知障害）

約５年

初期
（軽度障害）

約５年

中等度障害
約５～８年

高度障害
約５～８年

仕事の継続が可能 仕事の継続が難しい
（通勤や業務に支障）

普通の自立した生活が
送れる期間
約10年

＜認知症の経過期間＞

令和３年度厚生労働省「若年性認知症における治療
と仕事の両立に関する手引き」/R４年２月
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就労継続の支援
・治療と仕事の両立支援センター
治療就労両立支援コーディネーターによる支援
主治医と勤務先との間で支援プランを作成

・産業保健総合支援センター
両立支援促進員・産業保健専門職等による支援
事業場（会社）や医療機関向けの支援
産業保健職への支援が中心
個人の労働者の方の相談

・兵庫県障害者職業センター
職業評価、職業準備支援、事業主支援
ジョブコーチ支援、職場復帰支援
関係機関への助言・援助

退職後の支援

・傷病手当
・失業給付申請
・障害年金申請
※年金の級と障害手帳の級は別

収入確保

（再）就労支援

障害者就業・生活支援センター
就労移行支援
就労継続支援A型B型

経済系支援 居場所 下線部の機関と
つながり合う
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介護保険サービス利用対象

★介護保険申請
★高齢者のデイサービス
★ホームヘルパーや小規模多機能
★認知症グループホーム
★サ高住、有料老人ホーム
★介護度が高くなれば特養

福祉系支援

脳の障害でもある

☆精神保健福祉手帳申請
☆就労支援サービス
☆移動支援
☆障害者のグループホーム
☆障害年金の対象

居場所 家族支援 下線部の機関と
つながり合う
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若年性認知症の方の居場所
・本人が役割を果たしている場所に居続ける支援

会社の上司・人事課との面談、調整

家庭での役割を続けられる工夫、家族調整

・役割を果たしていた場所からの離脱

友人、知人へのカミングアウト

趣味のサークルや親戚への伝え方

・新たな居場所（週〇回、月〇回）

就労場所

デイサービス

ボランティア活動

認知症カフェやつどい場

等々社会とのつながり

一人ひとりに
とっての「居
場所」とは？
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